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＜京信でんさいサービス利用規定 当金庫所定事項＞ 

２０２３年１月１０日現在 
１．本サービスにおける当金庫所定事項は次の通りとします。 

２．当金庫所定の事項については、契約者に事前の承諾を得ることなく変更する場合があります。 

３．当金庫所定事項の内容については、当金庫のホームページ等に掲載致しますので、本サービス利用の

際には最新の内容を確認のうえ、利用してください。なお、契約者が本サービスをご利用の際には、

当金庫所定事項の内容について承諾いただいたものとみなします。 

４．当金庫所定事項に記載している会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 

 
 項 目 内  容 
2 条 1 項 
13 条 2 項 

パーソナ

ルコンピ

ュータ等

の端末機

について 

・インターネットに接続されているパソコン等の機器をご利用ください。 

・暗号化通信を行うため、ご利用になっているブラウザ（インターネット閲覧

ソフト）がＳＳＬ（Secure Sockets Layer）をサポートしている必要があり

ます。なお、当金庫ではご利用になるブラウザ（インターネット閲覧ソフト

）・OSのインストール、操作方法等のサポートはいたしかねますので、あら

かじめご了承ください。 
・最新の推奨環境につきましては、当金庫ホームページにてご確認ください。 
・Microsoft社のブラウザ（インターネット閲覧ソフト）をご利用の方は、

Microsoft Internet Explorerにおけるセキュリティ上の不具合が多数報告

されていますので、不具合が修正されているバージョンをご利用ください。

詳細はMicrosoft社のホームページをご覧ください。  
・なお、推奨のブラウザ（インターネット閲覧ソフト）であっても、ご利用の

ネットワーク環境によりましては、ご利用いただけない場合があります。 
・Macintoshのパソコンは「電子証明書方式」が動作しませんので、ご利用い

ただけません。 
・推奨環境以外でのご利用の場合は、正常に動作しない場合がありますので、

自己の責任においてご利用ください。 
・本サービスのご利用は、契約者ご本人が占有、管理するパソコンを必ずご利

用ください。 
・特に、インターネットカフェ等、不特定多数の人が利用する端末では第三者

が不正な装置を取り付けている可能性がありますので、ご利用にならないで

ください。 

10 条 1 項 2 号 通知方法

について 
・金庫へお届けいただいている電話番号への連絡またはお届出住所への郵便物

送付により通知します。 

13 条 1 項 1 号 
13 条 2 項 
13 条 4 項 
13 条 5 項 1 号

13 条 5 項 2 号 

マスター

ユーザに

ついて 

・当金庫が提供する京信ビジネスバンキングのマスターユーザが、本サービス

におけるマスターユーザとなります。 

・当金庫が提供する京信ビジネスバンキングのマスターユーザが使用している 
ログインパスワード、電子証明書が、本サービスのマスターユーザのログイ

ンパスワード、電子証明書になります。 
・本サービスにおける承認パスワードは、本サービスへの初回ログイン時に登

録していただくことになります。詳しくは、契約後に送付する「導入ガイド」

をご覧ください。 

・本サービス利用時の本人確認手続時以外に、当金庫職員からパスワード等の

本人確認情報をお聞きすることはありません。 
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13 条 1 項 2 号 
13 条 4 項 
13 条 6 項 1 号 
13 条 6 項 2 号 

一般ユー

ザについ

て 

・当金庫が提供する京信ビジネスバンキングの一般ユーザが、本サービスにお

ける一般ユーザとなります。 

・当金庫が提供する京信ビジネスバンキングの一般ユーザが使用しているログ 
インパスワード、電子証明書が、本サービスの一般ユーザのログインパスワ 
ード、電子証明書になります。 

・承認権限を付与された一般ユーザは、本サービスにおける承認パスワードを

本サービスへの初回ログイン時に登録していただきます。 

13 条 1 項 3 号 
13 条 1 項 4 号 

登録内容

変更手続

について 

・各種預金規定等で定めている方法に従い、届け出てください。 

・本サービスで利用する電子メールアドレス、ユーザ名、ログインパスワード、

承認パスワード、一般ユーザの登録情報の変更については、お客様ご自身で

ログイン後の画面で行えます。 

13 条 8 項 1 号 有効期間

について 
・京信ビジネスバンキングの電子証明書と同一とします。 

13条 11項 1号

14 条 1 項 
14 条 2 項 
 

利用日お

よび利用

時間 

・利用日は当金庫営業日です。 

・利用時間  
 9：00～15：00 当日扱いの記録、翌日扱い以降の記録 

  15：00～17：00 翌日扱い以降の記録 

15 条 3 項 
 

決済口座

の口座数

について 

・登録できる口座数については、特に制限を設けておりません。 

16 条 1 項 
16 条 3 項 
16 条 5 項 
16 条 6 項 
 

手数料に

ついて 
・本サービスご利用に係る手数料（以下「利用手数料」といいます）について

は、ホームページ・窓口等でご確認ください。 
・利用手数料は、毎月 20 日（金融機関窓口休業日の場合は翌営業日）に前月

分の利用手数料を合算し、予め指定された口座からお引き落としさせていた

だきます。 
なお、上記利用手数料以外に、口座間送金決済中止に係る手数料、特例開示

に係る手数料等、手続の都度手数料をお支払いいただく場合もあります。 

17 条 2 項 
17 条 3 項 
 

口座間送

金決済の

決済口座

からの引

落時間に

ついて 

・支払期日の 9:00 前後に決済口座からでんさいの決済資金の引落しを実施し、

でんさいネットから指定のあった債権者の口座に払い込みを行います。 
・残高不足等により決済口座からの引落しが実施できなかった場合、支払期日

の 15：00 までに決済口座への当該決済資金の入金があれば、払い込みを実

施します。 
 

 


